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 事業報告書 

 自　2022年12月  1日 

 至　2023年11月30日 

 2023年11月期における我が国経済は、新型コロナウイルスの対応策としてワクチン接種 

 の進展や感染症対策が継続された一方で、日常生活や経済活動の段階的な正常化が進めら 

 れ、内需を中心に持ち直し傾向となりました。一方で、物価上昇率が賃金上昇率を大きく 

 上回り、また円安の影響もあり輸入品の価格上昇が進み、家計や企業に圧力を加えている 

 状況にあります。 

 このような経済環境において、当財団は、創作活動・人物共に優秀な学生クリエイター 

 に対して奨学金の給付や育成を行い、奨学金OB/OGにも長期的な活動の支援を行うこと 

 で、将来の社会に貢献し得る有用な人材を育成・支援することを目的として活動してまい 

 りました。2023年春には、新たに事務局職員を2名採用することでより持続的に活動を続 

 ける組織的な地盤固めを行いました。当財団のギャラリーでの展示会も定期的に企画開催 

 をすることで、次世代クリエイターの創作や活動がより社会と密接につながるよう運営を 

 努めました。 

 　以下に2023年11月期の事業報告をいたします。 

 Ⅰ　事業 

 １．奨学金事業 

 2022年12月より奨学生募集を開始し、２回の選考委員会を経て、36名の第7期奨学生 

 を選定いたしました。2023年４月より各奨学生に対し月額10万円の奨学金を給付して 

 おります。 

 また、2023年12月より第8期奨学生の募集を開始する予定です。 

 [第１回選考委員会] 

 日時：2022年3月18日、19日 

 選考委員：森山 貴裕、星野 准一、押元 一敏、小林 大介、久保 哲朗 

 [第２回選考委員会] 

 日時：2022年５月13日、14日 



 選考委員：森山 貴裕、星野 准一、押元 一敏、小林 大介、久保 哲朗 

 ２．奨学生指導事業 

 　第6期奨学生に対し以下の活動を行い、指導を行ってまいりました。 

 [活動報告会] 

 日時：2022年12月10日〜2023年3月26日 

 概要： 

 2022年4月末にオープンした「クマ財団ギャラリー」を中心に、展示やパフォーマンス 

 など10の企画からなる「KUMAexperiment」を開催いたしました。2022年12月10日か 

 ら翌年3月12日にかけて5会期にわたり六本木のクマ財団ギャラリーにて開催するグ 

 ループ展ではアート、テクノロジー、デザインなど多領域の作品を発表した。また3月 

 26  日  に  は、  音  楽・  演  劇  な  ど  の  パ  フォー  マ  ン  ス  を  軸  と  し  た  イ  ベ  ン  ト  「  KUMA  experiment 

 FINAL」を南青山スパイラルにて開催。表現形態によって発表形式を検討しながら、 

 様々な分野に関心を持つ多数の方へ、各奨学生が自身の作品を通じて１年間の活動成果 

 と今後の展望を報告し、各奨学生が社会と接続する場となるよう運営いたしました。 

 　第7期奨学生に対し以下の活動を行い、指導を行ってまいりました。 

 [キックオフ] 

 日時：2023年7月2日 

 概要：六本木AXISギャラリーにて開催。7期生が直接顔を合わせるのは初めての機会と 

 なるため、それぞれの自己紹介や作品紹介、理事はじめとし複数名の関係者を招待しレ 

 セプションパーティーも開催し、懇親を深めました。 

 [夏合宿] 

 日時：2023年8月2日〜4日 

 概要：2泊3日のプログラムである夏合宿では、秋から始まる活動報告会のグループに分 

 かれ、各自が展示する作品の構想を共有したのち、展覧会のテーマを設定して企画書の 

 作成を行いました。２日目には財団卒業生を招待してトークイベントを開催し、期を超 

 えた交流と知見共有の場を設け、企画内容の発表やディスカッション行いながら、展覧 

 会に向けての構想のブラッシュアップすることで、異なる分野で活動する学生同士の交 

 流を深める機会を提供した。クリエイターとして自身がどうあるべきかなどについて、 



 普段の制作や研究から離れて今後の指針をじっくりと考える時間となるよう運営いたし 

 ました。 

 [活動報告会] 

 日時：2023年10月14日〜2024年3月24日(予定) 

 概要：東京・六本木の「クマ財団ギャラリー」を中心に、6つのグループ展企画を2022 

 年10月から実施しております。本シリーズでは企画の段階から学生が主体となり構想、 

 実施できることを重んじ、クリエイターとしての発表の機会について多角的に学ぶ機会 

 を提供する。アート、テクノロジー、デザイン、パフォーマンスなど多領域の作品を発 

 表し、様々な分野に関心を持つ多数の来場者の方へ各奨学生が自身の作品を通じて活動 

 成果と今後の展望を報告し、各奨学生が社会と接続する場となるよう運営を行っており 

 ます。 

 ３．活動支援事業 

 　2月より2023年11月期第１回目の活動支援生募集を開始し、５月に11名・1,230万円 

 の支援を採択いたしました。 

 　また、4月より2023年11月期第２回目の募集を開始しており、2024年1月に最終選考 

 の予定となっております。 

 [第１回選考委員会] 

 日時：2023年5月13日、14日 

 選考委員：森山 貴裕、星野 准一、押元 一敏、小林 大介、久保 哲朗 

 [活動報告会] 

 日時：2023年6月21日〜10月3日 

 概要：2021年11月期もしくは2022年11月期に採択した活動支援メンバーのうち、有志 

 に  よ  る  活  動  報  告  会  と  し  て  の  個  展・  パ  フォー  マ  ン  ス  イ  ベ  ン  ト  シ  リー  ズ  「  KUMA  selection  」 

 を6月21日から10月31日まで10会期にわたり東京・六本木の「クマ財団ギャラリー」に 

 て開催いたしました。ギャラリーでの展示をとおして、クリエイターが社会とつながる 

 場を提供し続けることを目標に、運営を続けております。 

 [インタビュー] 

 日時：採択後、クリエイターの活動に合わせて実施 

 概要：活動支援事業に採択された全支援生について、成果報告として支援したプロジェ 



 クトや作品についてのインタビュー記事を作成。サイト上で配信を行うことで、若手ク 

 リエイターの活躍を伝え、社会とつながるきっかけのひとつとなるよう活動を行ってお 

 ります。 

 Ⅱ　管理 

 １．理事・監事に関する事項 

 理事定数　３名以上７名以内　現在３名　任期２年 

 監事定数　２名以内　現在１名　任期２年 

 役職  氏名  勤務形態 

 代表理事  馬場 功淳  非常勤 

 理事  鎌田 真理雄  非常勤 

 理事  中城 哲也  非常勤 

 監事  岡田 具巳  非常勤 

 ２．評議員に関する事項 

 評議員定数　３名以上７名以内　現在３名　任期４年 

 役職  氏名  勤務形態 

 評議員  佐藤 貴之  非常勤 

 評議員  玉川 雅之  非常勤 

 評議員  原井 義昭  非常勤 

 ３．理事会開催状況 

 開催年月日  会場  主な決議事項 

 第１回 

 2023年１月27日 
 オンライン 

 2022年11月期第2回目の活動支援生承認の件 

 2022年11月期事業報告及び附属明細書承認の件 

 2022年11月期計算書類及び附属明細書並びに 

 財産目録承認の件 

 選考委員再任の件 

 事務局長選任の件 

 定時評議会に提出する役員報酬等の支給の基準に 

 関する規定の改定の件 

 定時評議会に提出する監事候補者の件 



 2023年11月期第一回定時評議員会開催の招集の件 

 第２回 

 2023年５月29日 
 オンライン 

 2023年11月期奨学生承認の件 

 2023年11月期第１回活動支援生承認の件 

 給与規定の改訂の件 

 出向契約の利益相反取引の件 

 第３回 

 2023年11月9日 
 オンライン 

 2024年11月期事業計画・応募要項の件 

 奨学金給付規程変更について 

 2024年11月期収支予算書・資金調達の件 

 特定寄附金募集の継続の件 

 公印取扱規程変更の件 

 選考委員選任の件 

 臨時理事会 

 2023年11月10日 
 書面  公印取扱規程変更の件 

 ４．評議員会開催状況 

 開催年月日  会場  決議事項・報告事項 

 第１回 

 2023年２月13日 
 オンライン 

 2022年11月期事業報告及び計算書類及び 

 財産目録承認の件 

 役員報酬等の支給の基準に関する規定の変更の件 

 監事の再任の件 

 ５．内閣府　公益法人行政担当への届け出 

 届出年月日  届出内容 

 2023年２月 28日  事業報告等の提出 

 2023年 3 月 2 日  変更届出の提出 

 2023年 11月 10 日  変更届出の提出 

 2023年 11月 27 日  事業計画書等の提出 



 2023年11月期事業報告　附属明細書 

 自　2022年12月  1日 

 至　2023年11月30日 

 2023年11月期事業報告には、「一般社団法人及び一般財団法人に関する法律施行規則」第 

 34条第３項に規定する附属明細書「事業報告の内容を補足する重要な事項」が存在しない 

 ので作成しない。 

 2023年11月 

 公益財団法人　クマ財団 


